
令和３年度 第１回 渋谷区子ども・子育て会議 会議録 

 

日時：令和 3 年６月２８日（月） 

１８：００～１９：１５ 

 

オンライン会議 

 

１ 開会 

２ 議事 

２－１ 渋谷区子ども・子育て支援事業計画進捗状況について 

２－２ 居宅訪問型保育事業の認可について 

２－３ 渋谷区子育てネウボラ事業について 

２－４ その他 

３ 閉会 

 

 

 

 

 

 

会長（学識経験者） 

委員 A（保護者代表） 

委員 B（保護者代表） 

委員 C（保護者代表） 

委員 D（保護者代表） 

委員 E（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

委員 F（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

委員 G（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

委員 H（学識経験者） 

 



１ 開会 

■会長 

令和３年度第１回の子ども・子育て会議を開催する。 

■事務局（保育課長） 

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況から、感染防止のためオンラインで

会議を開催する。本日出席は、１０名の出席で、有効に成立している。 

 

２ 議事 

２－１ 渋谷区子ども・子育て支援事業計画進捗状況について 

■会長 

はじめに、令和 3 年４月１日現在の待機児童数について、事務局から説明をお願いす

る。 

■事務局（保育課長） 

資料１について説明。 

■会長 

今のところについて質問等はあるか。 

■委員 A（保護者代表） 

資料 1－1 について、「取り下げ、区外児等数（E）」はどのような内訳か。 

■事務局（保育課長） 

「取り下げ、区外児等数（E）」は、認可保育所の入園申請をしたが取り下げた方、特

定の保育所を希望している方、区外居住者で区内の保育所を申請された方などであ

る。これらは、厚生労働省発出の保育所等利用待機児童数調査要領により、待機児童

数から除く児童として取り扱うこととされている。 

■会長 

他に質問はあるか。 

（質問なし） 

 

２－２ 居宅訪問型保育事業の認可について 

■会長 

次に、居宅訪問型保育事業の認可について報告をお願いする。 

■事務局（保育課長） 

資料２について説明。 

■会長 

今のところについて質問等はあるか。 



（質問なし） 

 

２－３ 渋谷区子育てネウボラ事業について 

■会長 

次に、渋谷区子育てネウボラ事業について報告をお願いする。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

資料３について説明。 

■会長 

今のところについて質問等はあるか。 

■委員 B（保護者代表） 

養育困難家庭への支援について、渋谷区ではどのようなサポートをしているのか。ま

た、にこにこママ事業が土日祝日に利用できない理由を教えて欲しい。土日祝日につ

いてもニーズがあると感じる。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

要支援家庭への支援としては、渋谷区では要支援家庭のショートステイ事業を行って

いる。相談を受けるなかで、中長期の支援が必要と思われるご家庭にショートステイ

を提供している。お子さんをお預かりし、保護者にゆっくりと過ごす時間をとっても

らうものである。利用者は 2、3 組程度である。利用者からは一定の評価を受けてい

る。 

にこにこママの土日祝日の利用について、この事業はもともと養育者がいないご家庭

などに対してベビーシッターを派遣する事業であるため、土日祝日は保護者がいるこ

とを想定して利用日に含めていなかったが、土日祝日にお仕事をされる方もいるため、

検討課題とさせていただきたい。 

■委員 A（保護者代表） 

ネウボラにできる子育て支援センターは、他の子育て支援センターと同じような施設

か。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

既存の子育て支援センターは近隣地域の方を中心に利用いただいているが、ネウボラ

の子育て支援センターは渋谷区の中心地にできること、また日曜日も開設しているた

め、区全体の様々な地域から利用してもらえる施設となっている。アート講座など地

域の子育て支援センターではできないようなイベントを開催し、より多くの方に広く

利用してもらえる施設となっている。 

■委員 A（保護者代表） 

日曜日も利用できる点は非常に有り難い。コロナ対策で、子育て支援センターは週に

1 回午前か午後の予約制となっており、周りのお母さんから子育て支援センターをは

しごしていると聞くこともある。日曜日の遊び場として楽しみにしている。 



■委員 C（保護者代表） 

アンテナ感度が高い保護者が利用し、支援を必要とする家庭へ情報が届かないことが

予測される。支援を必要とする家庭に対しては、情報をどのように届けようと考えて

いるか。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

家庭にこもりがちでネウボラなどの施設に出てきにくい保護者に対しては、保健師が

行っている妊婦全数面接事業が良いきっかけになると考えている。心配なお母さん、

支援が必要と思われるお母さんについては、保健師と子ども家庭支援センターが連携

をとっている。子ども家庭支援センターの職員が家庭訪問した際には、一緒に行って

みないかと声掛けをして、積極的に紹介していきたい。地域の子育て支援センターか

ネウボラの子育て支援センターか行きやすい方の選択もできるように、お母さんの気

持ちに寄り添っていけるよう努力していきたい。 

■会長 

他に質問あるか。 

（質問なし） 

■会長 

ネウボラに関しては、区民の期待と関心が非常に高い。区民委員の意見は区民を代表

しているものなので、今後のネウボラ事業に生かしていただきたい。 

 

２－４ その他 

■会長 

本日予定されていた議題は以上ですが、これまでご発言のなかった委員の方にもご意

見などいただきたい。 

■委員D（保護者代表） 

待機児童数ゼロという報告を受けて、本当の意味での待機児童数ゼロが達成されてお

り、今後もゼロという状態が続くとさらに良いと思う。 

「２ 渋谷区子ども・子育て支援事業計画進捗状況について」で保育所等入所状況に

ついて報告があったが、第 2 期渋谷区子ども・子育て支援事業計画の 2 年目を迎え

て、保育園入所状況や待機児童数以外も取り組みとしてはあるかと思う。行政側から

共有してもらえる情報などあれば、この場で共有してもらいたい。待機児童はゼロに

なり、待機児童が多かった時期とは状況が変わってきている。保育という観点では、

渋谷区は質を追求するステージにきていると思う。特に、問題を抱えている家庭や支

援を必要とする家庭に対して、行政からニーズを拾いに行く取り組みも第 2 期渋谷区

子ども・子育て支援事業計画中で、少しでも進んだら良いと考える。 

■事務局（保育課長） 

先ほど委員 B からお話もあった休日保育について、令和 3 年度から拡充がある。これ



までベネッセ美竹の丘保育園で 10 名受け入れていたが、令和 3 年 5 月から茶々だい

かんやま保育園で 20 名、未来のカプセル原宿保育園 10 名で合計 40 名の定員となっ

た。 

■会長 

委員からの貴重な意見を踏まえ、参考にしながら取り組んでいってほしい。 

子ども・子育て支援に関する事業に従事されている委員からもご意見をいただきたい。 

■委員Ｅ（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

このような会議で区民の方からのご意見を伺いながら、保育園運営も行っていきたい

と思う。コロナ禍で地域の方とふれあいを持てないことを残念に感じている。保育の

質のご指摘もあったが、保育課と連携しながら日々努力を重ねているところである。

今後もご意見等いただきながら、ご理解、ご協力をいただきたい。 

■委員Ｆ（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

令和 3 年 4 月には区内の私立保育園、認定こども園は 50 施設を超えた。法人の事業

体がどのような形態であろうと、区民のお子さんを保育するという中で、保育者全体

のレベル、質の向上のために何が必要か日々考えている。コロナ禍にあって、区民（保

護者）にはご迷惑をおかけすることもあるが、日々の保育の中でも消毒をはじめとし

た感染対策と職員の健康管理など、園運営では苦労している面もある。 

今年は都内全域において、0 歳児・1 歳児の入園者が減少し、欠員が生じている園も

あり、私立の運営にとっては厳しい面もある。渋谷区では職員の確保がしやすいよう

に人件費の補助があり、現場としてもお子さんの受け入れを万全にできるような体制

づくりに努めている。いつでも希望者が入園できる環境が望ましいので、欠員の状態

が私立の経営、運営に大きな支障がでないように対応していけたらと考えている。 

■委員Ｇ（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

子育てひろばはコロナ禍のため、対面ではなくオンラインで講座を開催したが、キャ

ンセルされる方が多く参加者が少なかった。対面にて親子で参加できるものが望まれ

ていると感じた。 

コロナ禍だが、子ども同士で遊ぶ場所のニーズがある。ネウボラの子育て支援センタ

ーもほかの子育てひろばも含めて、渋谷区内の子育てひろばの充実を図って、自由に

集える場をつくり、周知もしていく必要がある。保育園や認定こども園にチラシを置

くことで、保護者が見学にきた際に紹介もできるので、このような活用方法も考えて

もらえたらと思う。 

■委員 H（学識経験者） 

待機児童ゼロの報告がありましたが、保育の質が求められてきている。 

渋谷区の子どもを対象としたものではないが、コロナ禍での生活における子どもと保

護者を対象にした調査によると、子どもたちが大人に伝えたいこととして率直な意見

が寄せられている。子どももいろいろなことを考えながら生きているということを私



たちは考えていかなければいけない。子どもの権利条約では、子どもの休息や遊びな

どが権利として認められている。コミュニケーションを制限される環境のなか、大人

は子どもの声に耳を傾けるということを意識して子どもたちに接していかなければ

ならない。子ども期に何をしなければならないのか、子どもの成長において何が必要

なのか、大人はしっかりと考えておかなければならない。 

■会長 

コロナ禍で DV や虐待の増加が懸念されている。子どもの声を聴くことは大切で、関

係各所で連携を取りながらコロナ禍を乗り切っていけたらと思う。委員の皆さんには、

引き続きご意見ご助言をいただきたい。また、渋谷区の政策は良い取り組みであって

も区民の皆さんに伝わっていない面があるため、地道に情報の発信・提供を継続して

いく姿勢が必要と思われる。 

 

３ 閉会 

■会長 

令和３年度第１回は閉会とさせていただく。 

（閉会） 


